
議第２８号から  指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準 

議第４０号まで 等の一部改正等に係る条例の整備について 

 

１ 改正の経緯 

介護サービス事業者や介護保険施設等の人員，設備，運営等に関する基準等に

ついては，国が定めた基準に沿って，地方公共団体が条例で定めることとされて

います。この度，社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえ，介護報酬に

係る改定と併せて，国の基準を定めた関係省令（以下「関係省令」といいます。）

について所要の改正が行われたこと等に伴い，関係条例の整備を行うものです。 

 

２ 関係議案 

(1) 議第２８号 呉市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

(2) 議第２９号 呉市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

(3) 議第３０号 呉市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

(4) 議第３１号 呉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

(5) 議第３２号 呉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

(6) 議第３３号 呉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について 

(7) 議第３４号 呉市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

(8) 議第３５号 呉市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

(9) 議第３６号 呉市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

(10)議第３７号 呉市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

(11)議第３８号 呉市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

(12)議第３９号 呉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

(13)議第４０号 呉市手数料条例の一部を改正する等の条例の制定について 

 



３ 主な改正の内容 

関係省令の改正内容及びこれに伴い改正が必要となる条例に係る議案は，次の

とおりです。 

(1) 全サービスに共通するもの 

ア 「書面掲示」規制の見直し 

    事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等の重要

事項について，インターネット上で情報の閲覧が完結するよう，「書面掲示」

に加え，原則としてウェブサイトに掲載しなければならないこととされまし

た。その際，１年の経過措置を設けることとされました。 

（議案） 

議第２８号，議第２９号，議第３０号，議第３１号，議第３２号，議第３

３号，議第３４号，議第３５号，議第３６号及び議第３７号 

  イ 管理者の兼務範囲の明確化 

提供する介護サービスの質を担保しつつ，介護サービス事業所を効率的に

運営する観点から，管理者が兼務できる事業所の範囲について，同一敷地内

における他の事業所，施設等ではなくても差し支えない旨が明確化されまし

た。 

（議案） 

議第２８号，議第２９号，議第３０号，議第３１号，議第３２号，議第３

４号，議第３５号，議第３６号，議第３７号及び議第３８号 

  ウ 身体的拘束等の適正化の推進 

身体的拘束等の適正化を推進する観点から，次の見直しが行われました。 

(ｱ) 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて，身体的拘束等の適

正化のための措置（委員会の設置，指針の整備，研修の実施）が義務化さ

れました。その際，１年の経過措置を設けることとされました。 

（議案） 

議第２８号，議第２９号，議第３０号及び議第３１号 

(ｲ) 訪問系サービス，通所系サービス，（介護予防）福祉用具貸与，特定  

（介護予防）福祉用具販売，居宅介護支援及び介護予防支援について，当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き，身体的拘束等を行ってはならないこととされました。また，

身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況等を記録しなければならないこととされました。 

（議案） 

議第２８号，議第２９号，議第３０号，議第３１号，議第３２号及び議

第３３号 

(2) 訪問系サービスに関するもの 

  ア （介護予防）訪問リハビリテーション 

   (ｱ) 入院時に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握

の義務化 



     退院時の情報連携を促進し，退院後早期に連続的で質の高いリハビリテ

ーションを実施する観点から，医師等の従業者が，入院中にリハビリテー

ションを受けていた利用者に対し退院後の指定訪問リハビリテーションを

提供する際に，リハビリテーション計画の作成をするに当たっては，入院

中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書を入手し，内容を

把握しなければならないこととされました。 

   (ｲ) 訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定 

     訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から，介護老人保健

施設及び介護医療院の開設許可があったときは，訪問リハビリテーション

事業所の指定があったものとみなすこととされました。その際，当該施設

の医師の配置基準を満たすことをもって，当該事業所の医師の配置基準を

満たしているものとみなされます。 

   （議案） 

    議第２８号及び議第２９号 

  イ （介護予防）居宅療養管理指導 

    経過措置期間の延長 

(ｱ) 委員会の開催，指針の整備，研修の実施，担当者の設定等の高齢者虐待

防止のための措置の実施状況や更なる周知の必要性を踏まえ，当該取組の

義務付けの経過措置期間を３年間延長し，令和９年３月３１日までとされ

ました。 

（議案） 

議第２８号 

   (ｲ) 感染症や非常災害の発生時の業務継続に向けた，計画の策定及び周知，

研修及び訓練（シミュレーション）の実施等の義務付けの経過措置期間を

３年間延長し，令和９年３月３１日までとされました。 

（議案） 

議第２８号及び議第２９号 

(3) 通所系サービスに関するもの 

ア （介護予防）通所リハビリテーション 

(ｱ) 入院時に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握

の義務化 

退院時の情報連携を促進し，退院後早期に連続的で質の高いリハビリテ

ーションを実施する観点から，医師等の従業者が，入院中にリハビリテー

ションを受けていた利用者に対し退院後の指定通所リハビリテーションを

提供する際に，リハビリテーション計画を作成するに当たっては，入院中

に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書を入手し，内容を把

握しなければならないこととされました。 

(ｲ) みなし指定を受けた通所リハビリテーション事業所の人員配置基準の緩

和 

第２号ア(ｲ) の訪問リハビリテーションの見直しに伴い，介護保険法



（平成９年法律第１２３号）第７２条第１項の規定による通所リハビリテ

ーション事業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設及び介護

医療院についても同様に，当該施設の医師の配置基準を満たすことをもっ

て当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなされました。 

   （議案） 

    議第２８号及び議第２９号 

(4) 短期入所系サービス（（介護予防）短期入所生活介護，（介護予防）短期入

所療養介護）に共通するもの 

   ユニットケアの質の向上のための体制の確保 

   ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から，ユニット型施設の

管理者は，ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならない

こととされました。 

  （議案） 

   議第２８号及び議第２９号 

(5) 多機能系サービスに関するもの 

ア （介護予防）小規模多機能型居宅介護，看護小規模多機能型居宅介護 

管理者の兼務 

提供する介護サービスの質を担保しつつ，介護サービス事業所を効率的に

運営する観点から，（看護）小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業

所の職務との兼務について，兼務可能な他事業所のサービス類型を限定しな

いこととされました。 

（議案） 

議第３０号及び議第３１号 

イ 看護小規模多機能型居宅介護 

サービス内容の明確化 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部を改正する法律（令和５年法律第３１号）による介護保険法の改正によ

り，看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点での「通い」・「泊まり」

における看護サービスが含まれる旨が明確化されたことに伴い，所要の改正

が行われました。 

（議案） 

議第３０号 

(6) 福祉用具貸与・特定福祉用具販売に関するもの 

ア （介護予防）福祉用具貸与・特定（介護予防）福祉用具販売共通 

 選択制の対象福祉用具の提供に係る利用者等への説明及び提案 

福祉用具の一部の貸与種目・種類について，特定福祉用具販売の対象に加

えることとしているところ，福祉用具の適時・適切な利用及び利用者の安全

を確保する観点から，福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の対象となる貸与

種目・種類の福祉用具（以下「選択制の対象福祉用具」という。）の貸与又

は販売に当たっては，福祉用具専門相談員が，福祉用具貸与又は特定福祉用



具販売のいずれかを利用者が選択できることについて，利用者等に対し，十

分説明することを義務付けられました。また，利用者の選択に当たって 必

要な情報を提供するとともに，医師や専門職の意見，利用者の身体状況等を

踏まえ，提案を行うものとされました。 

（議案） 

議第２８号及び議第２９号 

イ （介護予防）福祉用具貸与 

(ｱ) 貸与後におけるモニタリングの実施時期等の明確化 

  福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し，サービスの質の向上を図

る観点から，福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期が追

加されました。 

（議案） 

議第２８号及び議第２９号 

(ｲ) モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付（介護予防福祉用

具貸与を除く。） 

福祉用具の適時・適切な利用及び利用者の安全を確保する観点から，福

祉用具貸与について，介護予防福祉用具貸与と同様に，福祉用具専門相談

員が，モニタリングの結果を記録し，その記録を居宅サービス計画を作成

した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならないこととされました。 

（議案） 

議第２８号 

(ｳ) 選択制の対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の必要性の検討 

福祉用具の適時・適切な利用及び利用者の安全を確保する観点から，選

択制の対象福祉用具に係る福祉用具貸与の提供に当たっては，福祉用具専

門相談員が，利用開始後の６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い，

貸与継続の必要性について検討を行うものとされました。 

（議案） 

議第２８号及び議第２９号 

  ウ 特定（介護予防）福祉用具販売 

   (ｱ) 選択制の対象福祉用具に係る計画の達成状況の確認 

福祉用具の適時・適切な利用及び利用者の安全を確保する観点から，選

択制の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては，福祉用

具専門相談員が特定福祉用具販売計画の作成後，当該計画における目標の

達成状況の確認を行うものとされました。 

(ｲ) 選択制の対象福祉用具に係る販売後のメンテナンス 

  福祉用具の適時・適切な利用及び利用者の安全を確保する観点から，選

択制の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては，福祉用

具専門相談員が，利用者等からの要請等に応じて，販売した福祉用具の使

用状況を確認するよう努めるとともに，必要な場合は，使用方法の指導，

修理等（メンテナンス）を行うよう努めるものとされました。 



（議案） 

議第２８号及び議第２９号 

(7) 居宅介護支援・介護予防支援に関するもの 

  ア 公正中立性の確保のための取組の見直し 

事業者の負担軽減を図るため，次に掲げる事項に関して利用者に説明し，

理解を得ることが，居宅介護支援事業者の努力義務とされました。 

・前６月間に作成した居宅サービス計画における，訪問介護，通所介護，福

祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合 

・前６月間に作成した居宅サービス計画における，訪問介護，通所介護，福

祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの同一事業者によって提

供されたものの割合 

（議案） 

議第３２号 

  イ 指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング 

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマ

ネジメントの質の向上の観点から，次に掲げる要件を設けた上で，少なくと

も２月に１回 （介護予防支援の場合は６月に１回）利用者の居宅を訪問し，

利用者に面接するときは，利用者の居宅を訪問しない月において，テレビ電

話装置等を活用して，利用者に面接することができるものとされました。 

   (ｱ) 利用者の同意を得ること。 

(ｲ) サービス担当者会議等において，次に掲げる事項について主治医，担当

者その他の関係者の合意を得ていること。 

・利用者の心身の状況が安定していること。 

・利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

・介護支援専門員が，テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握

できない情報について担当者から提供を受けること。 

（議案） 

議第３２号及び議第３３号 

ウ 介護支援専門員（ケアマネジャー）一人当たりの取扱件数 

基本報酬における取扱件数との整合を図る観点から，指定居宅介護支援事

業所ごとに１以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人

員基準について，次の見直しを行うこととされました。 

   (ｱ) 原則，要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗じた数を加えた数が

４４以下であれば，必要な介護支援専門員の員数は１とし，４４の倍数

（４４に満たない端数の場合も含む。）ごとに１ずつ増すこととする。 

(ｲ) 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において，

居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人

国民健康保険中央会のシステムを活用し，かつ，事務職員を配置している

場合においては，要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗じた数を加

えた数が４９以下であれば必要な介護支援専門員の員数は１とし，４９の



倍数（４９に満たない端数の場合も含む。）ごとに１ずつ増すこととする。 

（議案） 

議第３２号 

  エ 介護予防支援の円滑な実施 

   (ｱ) 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人員

配置 

指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合の

人員に関する基準については，次のとおりとされました。 

・事業所ごとに１以上の員数の介護支援専門員を置かなければならないこ

と。 

・常勤かつ主任介護支援専門員である管理者を置かなければならないこと。

ただし，主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない

理由がある場合については，介護支援専門員を管理者とすることができ

る。 

・管理者は，同一の事業所の他の職務に従事する場合や，管理上支障がな

い範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き，専らその職務に従事

する者でなければならないこと。 

(ｲ) 市町村に対する情報提供 

市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から，指定

居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を行

うに当たって，市町村から情報提供の求めがあった場合は，介護予防サー

ビス計画の実施状況等を市町村に情報提供することとされました。 

   (ｳ) その他 

指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行うに当た

って，所要の規定の整備が行われました。 

（議案） 

議第３３号 

 (8) 居住系サービスに関するもの 

ア （介護予防）特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介 

 護 

生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔

軟化 

テクノロジーの活用等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減

を推進する観点から，利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において，生産性向上の取

組に当たっての必要な安全対策について検討した上で，見守り機器等の複数

のテクノロジーの活用，職員間の適切な役割分担等の取組により，介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる指定特定施

設に係る当該指定特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数に

ついて，常勤換算方法で，要介護者である利用者の数が３（要支援者の場合



は１０）又はその端数を増すごとに０．９以上であることとされました。 

（議案） 

議第２８号，議第２９号及び議第３０号 

  イ （介護予防）特定施設入居者生活介護 

    口腔
くう

衛生管理の強化 

全ての指定特定施設において，口腔衛生管理体制の確保を促すとともに，

入所者の状態に応じた口腔衛生管理を更に充実させる観点から，口腔衛生管

理体制を整備し，各入居者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わな

ければならないこととされました。その際，３年の経過措置を設けることと

されました。 

（議案） 

議第２８号及び議第２９号 

  ウ 居住系サービス共通（（介護予防）特定施設入居者生活介護・地域密着型

特定施設入居者生活介護，（介護予防） 認知症対応型共同生活介護）及び

軽費老人ホーム 

   (ｱ) 協力医療機関との連携体制の構築 

高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に，協力医療機関と

の連携の下で適切な対応が行われるよう，在宅医療を担う医療機関や在宅

医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため

に，次の見直しを行うこととされました。 

    ａ 協力医療機関を定めるに当たっては，以下の要件を満たす協力医療機

関を定めるように努めること。 

(a) 入所者の病状の急変が生じた場合等において，医師又は看護職員が

相談対応を行う体制を常時確保していること。 

(b) 診療の求めがあった場合に，診療を行う体制を常時確保しているこ

と。 

ｂ １年に１回以上，協力医療機関との間で，入所者の病状の急変が生

じた場合等の対応を確認するとともに，当該協力医療機関の名称等に

ついて，当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならない

こと。 

ｃ 入所者が協力医療機関等に入院した後に，病状が軽快し，退院が可能

となった場合においては，速やかに再入所させることができるように努

めること。 

（議案） 

議第２８号，議第２９号，議第３０号，議第３１号及び議第３７号 

   (ｲ) 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

新興感染症の発生時等に，事業所内の感染者への診療等を迅速に対応で

きる体制を平時から構築するため，あらかじめ，感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律

第９６号）第３条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に



対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に

規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」とい

います。）との間で，新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努め

ることとされました。また，協力医療機関が第二種協定指定医療機関であ

る場合においては，当該第二種協定指定医療機関との間で，新興感染症の

発生時等の対応について協議を行わなければならないこととされました。 

（議案） 

議第２８号，議第２９号，議第３０号，議第３１号及び議第３７号 

 (9) 施設系サービスに関するもの 

ア 介護老人福祉施設 

    小規模介護老人福祉施設の配置基準の緩和 

離島や過疎地域に所在する小規模介護老人福祉施設における効率的な人員

配置を可能とする観点から，次の見直しを行うこととされました。 

   (ｱ) 離島・過疎地域に所在する定員３０名の指定介護老人福祉施設に指定短

期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下

「指定短期入所生活介護事業所等」という。）が併設される場合において，

当該指定短期生活介護事業所等の医師については，当該指定介護福祉施設

の医師により当該指定短期生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に

行われると認められるときは，これを置かないことができることとする。 

   (ｲ) 離島・過疎地域に所在する定員３０名の指定介護老人福祉施設に指定通

所介護事業所，指定短期入所生活介護事業所等，指定地域密着型通所介護

事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設され

る場合において，当該併設される事業所の生活相談員，栄養士又は機能訓

練指導員については，当該指定介護老人福祉施設の生活相談員，栄養士ま

たは機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると

認められるときは，これを置かないことができることとする。 

   (ｳ) 離島・過疎地域に所在する定員３０名の指定介護老人福祉施設に指定小

規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

が併設される場合において，当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門員

については，当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定介護

老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，これ

を置かないことができることとする。 

（議案） 

議第３４号及び議第３９号 

  イ 介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

    緊急時等における対応方法の定期的な見直しの義務付け 

介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされている緊急時等における

対応方法について，配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとし，



また，１年に１回以上，見直しを行うことが義務化されました。 

（議案） 

議第３０号，議第３４号及び議第３９号 

  ウ 施設系サービス共通（介護老人福祉施設，地域密着型老人福祉施設入所者

生活介護，特別養護老人ホーム，養護老人ホーム，介護老人保健施設及び介

護医療院） 

   (ｱ) ユニットケアの質の向上のための体制の確保（養護老人ホームを除く。） 

ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から，ユニット型施

設の管理者は，ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければ

ならないこととされました。 

（議案） 

議第３０号，議第３４号，議第３５号，議第３６号及び議第３９号 

   (ｲ) 協力医療機関との連携体制の構築 

高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に，協力医療機関と

の連携の下で適切な対応が行われるよう，在宅医療を担う医療機関や在宅

医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため

に，次の見直しが行われました。 

    ａ 次の要件を満たす協力医療機関（(c) の要件を満たす協力医療機関 

にあっては，病院に限る。）を定めることを義務付ける（複数の医療機

関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととす

る。）。その際，一定の経過措置期間を設けることとする。 

     (a) 入所者の病状が急変した場合等において，医師又は看護職員が相談

対応を行う体制を常時確保していること。 

     (b) 診療の求めがあった場合において，診療を行う体制を常時確保して

いること。 

     (c) 入所者の病状の急変が生じた場合等において，当該施設の医師又は

協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い，入院を要すると

認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している

こと。 

    ｂ １年に１回以上，協力医療機関との間で，入所者の病状の急変が生じ

た場合等の対応を確認するとともに，当該医療機関の名称等について，

当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。 

    ｃ 入所者が協力医療機関に入院した後に，病状が軽快し，退院が可能と

なった場合においては，速やかに再入所させることができるように努め

ることとする。 

（議案） 

議第３０号，議第３４号，議第３５号，議第３６号，議第３８号及び議

第３９号 

   (ｳ) 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

新興感染症の発生時等に，施設内の感染者への診療等を迅速に行うこと



ができる体制を平時から構築するため，あらかじめ，第二種協定指定医療

機関との間で，新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めること

とされました。また，協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合

においては，当該第二種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時

の対応について協議を行わなければならないこととされました。 

（議案） 

議第３０号，議第３４号，議第３５号，議第３６号，議第３８号及び議

第３９号 

(10)短期入所系サービス・多機能系サービス・居住系サービス・施設系サービス

に共通するもの 

介護現場の生産性の向上 

介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から，現場における課題の抽

出・分析をした上で，事業所の状況に応じた必要な対応を検討し，利用者の尊

厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整

備するため，利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催しなければならないこと

とされました。その際，３年の経過措置を設けることとされました。 

（議案） 

議第２８号，議第２９号，議第３０号，議第３１号，議第３４号，議第３５

号，議第３６号及び議第３９号 

(11)介護療養型医療施設に関するもの 

  介護療養型医療施設の廃止に伴い，呉市指定介護療養型医療施設の人員，設

備及び運営に関する基準を定める条例（平成２８年呉市条例第１９号）を廃止

するとともに，呉市手数料条例（平成１２年呉市条例第３号）の当該施設に係

る規定を削除します。 

（議案） 

議第４０号 

(12)その他 

ア 「磁気ディスク，シー・ディー・ロム」という具体的な記録媒体名を削除

し，「電磁的記録媒体」という抽象的な表現に改めます。 

（議案） 

議第２８号，議第２９号，議第３０号，議第３１号，議第３２号，議第３

３号，議第３４号，議第３５号，議第３６号及び議第３７号 

  イ その他所要の規定の整備をします。 

 

【用語解説】  
  
居宅サービス 要介護者に対し，居宅サービス計画（ケアプラン）に基

づき，主に在宅で提供するサービスです。 

※該当するサービス：訪問介護，訪問入浴介護，訪問看

護，訪問リハビリテーション，居宅療養管理指導，通



所介護，通所リハビリテーション，短期入所生活介

護，短期入所療養介護，特定施設入居者生活介護，福

祉用具貸与，特定福祉用具販売 
  
介護予防サービス 要支援者に対し，介護予防サービス計画（ケアプラン）

に基づき，主に在宅で提供するサービスです。 

※該当するサービス：介護予防訪問入浴介護，介護予防

訪問看護，介護予防訪問リハビリテーション，介護予

防居宅療養管理指導，介護予防通所リハビリテーショ

ン，介護予防短期入所生活介護，介護予防短期入所療

養介護，介護予防特定施設入居者生活介護，介護予防

福祉用具貸与，特定介護予防福祉用具販売 

地域密着型サービス できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう，原

則として日常生活圏域内でサービスの利用及び提供が完

結する介護保険サービスです。利用者は原則として市町

村の被保険者に限定されます。 

※該当するサービス：定期巡回・随時対応型訪問介護看

護，夜間対応型訪問介護，地域密着型通所介護，認知

症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護，認知症

対応型共同生活介護，地域密着型特定施設入居者生活

介護，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護，

看護小規模多機能型居宅介護 

居宅介護支援 市町村による要介護認定を受けた人が，必要な保健医療

サービス及び福祉サービス等を適切に利用できるよう，

その人の心身の状況，環境，希望等を考慮し，利用する

サービスの内容等を定めた計画（居宅サービス計画）を

作成し，居宅サービス等事業者の調整等を行います。 

介護予防支援 市町村による要支援認定を受けた人が，必要な保健医療

サービス及び福祉サービス等を適切に利用できるよう，

その方の心身の状況，環境，希望等を考慮し，利用する

サービスの内容等を定めた計画（介護予防サービス計

画）を作成し，介護予防サービス等事業者の調整等を行

います。 

施設系サービス 

 介護老人福祉施設

（特別養護老人ホ 

６５歳以上で，身体上又は精神上著しい障害があるため

に常時の介護を必要とし，自宅で介護を受けることが困 

 ーム（老人福祉法

に基づく施設）） 

難な人を入所させて，入浴，排せつ，食事等の介護，機

能訓練，健康管理及び療養上の世話を行う施設です。介

護保険法では介護老人福祉施設として位置付けられる施

設です。 
   
 介護老人保健施設 入院治療を必要としない病状が安定期にある要介護者に



対して，施設サービス計画に基づき看護，医学的管理の

下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日

常生活上の世話を行うことにより，要介護者の有する能

力に応じた日常生活を営むことができるようにするとと

もに，居宅における生活への復帰を目指す施設です。 
   
 介護療養型医療施

設 

急性疾患の回復期にある人や慢性疾患を有する人のため

に，介護職員が手厚く配置されており，病状は安定して

いても自宅での療養生活が難しい要介護者に対して，必

要な医療サービス，日常生活における介護，リハビリテ

ーション等を行う施設です。 

 介護医療院 長期にわたり療養が必要である要介護者に対して，施設

サービス計画に基づき療養上の管理，看護，医学的管理

の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに

日常生活上の世話を行うことにより，要介護者の有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように

する施設です。 

 軽 費 老 人 ホ ー ム

（老人福祉法に基

づく施設） 

高齢等のため独立して生活するには不安がある人又は自

炊ができない程度に身体機能の低下が認められる人で，

家族による援助を受けることができない人を入所させ，

無料又は低額な料金で食事サービスその他日常生活上の

必要な便宜を提供し，安心して暮らせるように支援する

施設です。 

 養 護 老 人 ホ ー ム

（老人福祉法に基

づく施設） 

おおむね６５歳以上で，環境上の理由や経済的な理由に

より自宅での生活が困難になった人を入所させ，自立し

た日常生活を営むために必要な食事サービス，機能訓練

その他の日常生活上必要な援助を行うことを目的とする

施設で，市町村が入所の必要性を判断し，該当する場合

は，入所措置をします。 

 特別養護老人ホー

ム（老人福祉法に

基づく施設） 

６５歳以上で，身体上又は精神上著しい障害があるため

に常時の介護を必要とし，自宅で介護を受けることが困

難な人を入所させて，入浴，排せつ，食事等の介護，機

能訓練，健康管理及び療養上の世話を行う施設です。 

訪問系サービス 

 訪問介護（ホーム

ヘルプ） 

介護福祉士や訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の

居宅を訪問して，入浴，排せつ，食事等の介護や調理，

洗濯，掃除等の家事を行うサービスです。 

 訪問入浴介護 看護職員や介護職員が利用者の居宅を訪問し，浴槽を持

ち込んで入浴の介護を行うサービスです。 
   
 訪問看護 医師の指示に基づき，看護師や保健師等が利用者の居宅

を訪問し，療養上の世話や必要な診療の補助を行うサー



ビスです。 
   
 訪問リハビリテー

ション 

医師の指示に基づき，理学療法士や作業療法士等が利用

者の居宅を訪問し，利用者の心身機能の維持回復及び日

常生活の自立を助けるために理学療法，作業療法その他

必要なリハビリテーションを行うサービスです。 

 居宅療養管理指導 在宅で療養していて，通院が困難な利用者に対して医

師，歯科医師，看護師，薬剤師，管理栄養士，歯科衛生

士などが居宅を訪問し，療養上の管理や指導，助言等を

行うサービスです。 

 定期巡回・随時対

応型訪問介護看護 

日中，夜間を通じて，訪問介護と訪問看護を一体的に又

は密接に連携しながら，定期的な巡回訪問と随時の対応

を行う地域密着型サービスです。 

 夜間対応型訪問介

護 

夜間に利用者の居宅を定期的な巡回又は随時通報により

訪問し，排せつの介護，日常生活上の緊急時の対応その

他の夜間において安心して生活を送るようにするための

援助を行う地域密着型サービスです。 

通所系サービス 

 通所介護（デイサ

ービス） 

日中，老人デイサービスセンターなどに通ってもらい，

利用者の心身機能の維持向上及び利用者の家族負担の軽

減を図るために食事，入浴その他の必要な日常生活上の

支援や生活機能訓練などを提供するサービスです。 

 通所リハビリテー

シ ョ ン （ デ イ ケ

ア） 

介護老人保健施設や診療所，病院等の医療機関におい

て，日常生活の自立を助けるために理学療法，作業療法

その他必要なリハビリテーションを行い，利用者の心身

機能の維持回復を図るサービスです。 

 認知症対応型通所

介護 

認知症の状態にある利用者にデイサービスセンターなど

に通ってもらい，食事，入浴その他の必要な日常生活上

の支援や生活機能訓練などを提供する地域密着型サービ

スです。 

短期入所系サービス 

 短期入所生活介護

（ シ ョ ー ト ス テ

イ） 

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し，食

事，入浴その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練な

どを行うサービスです。 

 短期入所療養介護 介護老人保健施設や医療施設に短期間入所し，医師や看

護職員，理学療法士等が医療や機能訓練，日常生活上の

支援などを行うサービスです。 

多機能系サービス 
   
 小規模多機能型居

宅介護 

「通い」を中心として，利用者の形態や希望に応じて，

随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供すること



により，利用者の居宅における生活の継続を支援する地

域密着型サービスです。 
   
 看護小規模多機能

型居宅介護 

要介護度が高く，医療的なケアを必要とする人が，住み

慣れた家や地域で安心して生活することが可能になるよ

う，小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて

提供する地域密着型サービスです。 

居住系サービス 

 特定施設入居者生

活介護 

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム，養護老人ホー

ム，軽費老人ホーム等が，入居している利用者に対して

入浴，排せつ，食事等の介護その他の必要な日常生活上

の支援を行うサービスです。 

 認知症対応型共同

生活介護（グルー

プホーム） 

認知症の状態にある要介護者が少人数で共同生活をしな

がら，入浴，排せつ，食事等の介護や機能訓練を行う地

域密着型サービスです。 

福祉用具貸与 利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減

を図るために，車椅子，特殊寝台（電動ベッド）などの

福祉用具を貸与するサービスです。 

特定福祉用具販売 利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減

を図るために，貸与できない排せつや入浴のための福祉

用具を販売するサービスです。 

新興感染症 最近新しく認知され，局地的にあるいは国際的に公衆衛

生上の問題となる感染症です。 

ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群），鳥インフルエン

ザ，ウエストナイル熱，エボラ出血熱など 

第二種協定指定医療

機関 

都道府県が医療措置協定を締結し，感染症発生・まん延

時において，発熱外来や宿泊・自宅療養者等の外出自粛

対象者の宿泊・自宅療養を行う医療機関です 

ユニット型施設 施設系サービスなどにおいて，居室（個室）をいくつか

のグループに分けて一つの生活単位とし，少人数の家庭

的な雰囲気の中でサービスを提供します。グループごと

に食堂や談話スペースなどの共用部分を設け，また，職

員の勤務形態もユニットごとに組むなど，施設の中で居

宅に近い居住環境を作り出し，利用者一人一人の個別性

を尊重したケアを行う施設です。 

ユニットケア 在宅に近い居住環境の下で，入居者一人一人の個性や生

活のリズムを尊重し，また，入居者相互が人間関係を築

きながら日常生活を営めるように介護を行うものです。 

 

４ 市の考え方 

  本市の実情に国が定める基準と異なる基準とすべき事情や特性がないため，国



の基準を呉市の基準とします。 

 

５ 施行期日 

  令和６年４月１日（一部については，同年６月１日） 


